
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
商
工
経
営
支
援
課
）　

　

一

 
告

示

〇
公
印
の
改
刻 

（
私
学
文
書
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
地
域
森
林
計
画
変
更
案
の
関
係
書
類
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
林
業
振
興
課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
二
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

 
教
育
委
員
会

〇
公
印
の
改
刻 

四

 
規

則

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
九
号

　
　
　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
四
項
を
加
え
る
。

　

（
電
力
需
給
対
策
に
係
る
貸
付
け
の
特
例
）

４　

知
事
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
、
自
家
発
電
設
備
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
設
備
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
知
事
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
度
化
資
金
及
び
機
構
貸
付
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５　

前
項
の
貸
付
け
に
係
る
貸
付
け
の
決
定
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６　

附
則
第
四
項
の
貸
付
け
の
額
は
、
整
備
資
金
の
百
分
の
九
十
九
に
相
当
す
る
額
又
は
整
備
資
金
か
ら
十
万
円
を
控

除
し
た
額
と
す
る
。

７　

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
附
則
第
四
項
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
四
項
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
一
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
」
と
あ
る
の

は
「
一
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
改
刻
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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名　

称

宮
城
県
古
川

農
業
試
験
場

種　
　

類

地

方

機

関

用　
　

途

一
般
文
書
用

印　
　
　
　
　
　

影

新

使　

用　

の

開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年



〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2305号　平成23年11月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

長
之
印

長　
　
　
　

印

旧

十
一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
三
八
七

〇
四
一
五
三
〇
〇
五
一
六

〇
四
一
五
三
〇
〇
五
九
九

〇
四
一
五
四
〇
〇
三
二
四

〇
四
一
五
四
〇
〇
八
二
九

〇
四
一
五
四
〇
〇
九
六
九

〇
四
一
五
五
〇
〇
六
五
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台

青
葉
仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘

二
丁
目
二
十
九
番
一
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台

若
林
仙
台
市
若
林
区
白
萩
町

二
十
一
番
二
十
号

仙
台
介
護
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
若
林
区
遠
見
塚

三
丁
目
八
番
二
十
五
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台

仙
台
市
太
白
区
向
山
四

丁
目
十
九
番
地
十
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台

八
木
山

仙
台
市
太
白
区
八
木
山

本
町
一
丁
目
三
十
四
番

地
八

あ
っ
ぷ
る
ケ
ア
太
白

仙
台
市
太
白
区
富
沢
二

丁
目
十
一
番
五
号
コ
ー

ポ
一
一
五
百
五
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
仙
台

泉仙
台
市
泉
区
七
北
田
字

古
内
百
三
十
番
地

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

同
行
援
護

同
行
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

同
行
援
護

同
行
援
護

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

同
行
援
護

設
置
者
名

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

株
式
会
社
ラ
イ

フ
ア
ッ
プ

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

あ
っ
ぷ
る
ケ
ア

株
式
会
社

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
一
月
一
日

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
〇
九
〇
〇
一
〇
四

〇
四
一
二
二
〇
〇
三
〇
五

〇
四
一
二
二
〇
〇
三
一
三

〇
四
一
二
七
〇
〇
三
二
〇

〇
四
一
五
二
〇
〇
八
〇
七

〇
四
一
五
三
〇
〇
〇
七
八

〇
四
一
五
五
〇
〇
五
八
六

設　
置　
者　
名

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

有
限
会
社
オ
ー
バ
ー
ド

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス
東
日
本

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
塩
七
ヶ

浜多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
十

番
四
十
五
号

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
大
河
原

柴
田
郡
大
河
原
町
字
錦
町

五
番
八
号

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
柴
田

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
南
一

丁
目
一
番
十
七
号

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
富
谷

黒
川
郡
富
谷
町
日
吉
台
二

丁
目
六
番
二
号

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
台
萩
野

町仙
台
市
宮
城
野
区
萩
野
町

三
丁
目
十
二－

一

マ
イ
ム
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
若
林
区
か
す
み
町

一－

二
二

マ
イ
ム
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
札

屋
敷
九
十
六－

一

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
仙
台
泉

仙
台
市
泉
区
松
森
字
鹿
島

五
十
三
番
九
号

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
を
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

地
方
振
興
事
務
所

三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務

所
三　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

（3）　 平成23年11月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2305号　　 

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
四
一
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

総
合
福
祉
ツ
ク
イ
南
仙

台仙
台
市
太
白
区
西
中
田

四
丁
目
十
二－
一

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

設
置
者
名

株
式
会
社
ツ
ク

イ

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
三
年

九
月
三
十
日



〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
か
ん
養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
八
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
改
刻
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

第2305号　平成23年11月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
北
川
原
山
二
百
三
十
八
番

五
十
七
、
二
百
三
十
八
番
五
十
八
及
び
二
百
三
十
八
番
五

十
九

　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地
割
二
百
四

十
二
番
地
一

 

株
式
会
社
薬
王
堂　
　
　
　
　
　

名　

称

宮
城
県
教
育

委
員
会
教
育

種　
　

類

教

育

長

印

用　
　

途

一

般

横

書

印　
　
　
　
　
　

影

新

使　

用　

の

開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年



（5）　 平成23年11月８日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2305号　　 

長
印

文

書

用

旧

十
一
月
八
日


